
□
女川町告示第66号

入 本L 公 告

制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号)第

167条の 6及び女川町建設工事執行規員1(昭和39年女川町規則第 8号)第 6条の規定に

より、次のとお り公告する。

令和 6年 12月 9日

女川町長 須 田 善

1 入札に付する工事

(1)工

(2)施
(3) 工

名

所

要

場

概

事

工

事

ビジターバース等整備工事

女川町海岸通 り地先

浮桟橋 2本の整備

施工延長 L=82,6m

(内訳)

ビジターバース

浮桟橋 L=53.6m

鋼管杭工 N-4本

浮桟橋設置工 L=40m

付属正 一式

観光船用浮桟橋

浮桟橋 L=29皿

鋼管杭工 N=4本

浮桟橋設置工 L=20m

付属正 一式

本契約 日の翌 日から令和 8年 3月 31日 まで

公表 しない。 (事後公表 )

以下の算式により算出された金額 とする。

直接工事費 XO.97+共通仮設費 XO.9

+現場管理費 XO.9十一般管理費×0.55

※ただし、最低制限価格が予定価格の75%未満だつた場

合は、予定価格の75%と し、予定価格の92%超過だつた

場合は、予定価格の92%とする。

(4)

(5)

(6)

ェ     期

予 定 価 格

最 低 制 限 価 格



(7)支 払 条 件

(8)契 約 締 結

前払金 有 り (前払金の害1合は、当該工事の請負代金の

額の10分の 4メ内の額。 )

落札から7日 以ハ弓に仮ナ契約を締結 し、本契約は議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に F美見する条

例 (昭和39年女川町条′
lア
ll第 10号)の規定により女川町議会

の議決を得た 日とする。

2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)及び (2)に掲げる要件を満たす特定建設工事共同企業体 (以下「共同企業体」

とい う6)であること。

(1)共 同企業体の結成方法

ア 構成員の数は、 2社又は 3社であること。

イ 構成長の組合せは、(2)の ア及びイの資格を満たす 1社、(2)の ア及びウの

資格を満たす 1社叉は 2社の組合せであること。

ウ 各構成員の出資害J合 は、2社の場合は30%以上、3社の場合 lま20%以上である

ことЭ

結成は、自主結成であること。

代表者は、構成長の うち中心的役割を担 う者で、施工能力の大きい者であるこ

と。

力 代表者の出資害Ⅲ合は、構成長中最大であること①

共同企業体の構成員の資格

ア 共同企業イ本におけるすべての構成員

(ア)女 川町建設工事執行規則 (昭和39年女川町規則第 8号。以下 「規則」 とい

う。)第 5条第 3項の規定に基づ く令和 5・ 6年度建設工事入札参加資格承認

書を受けている者。

(イ )女 川町か ら建設工事有資格業者に対する指名停止要領に基づ く指名停止を

受けていないこと。

(ウ )地 方 自治法施行令第167条の 4第 1項及び第 2項各号の規定に該当しない

こと。

(工)女 川町のナ契約に関する暴力団等排除措置要綱 (平成20年女川町訓令甲第26

号)に規定する次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することはで

きない。

a 入札に参加 しようとする者の役員等 (法人の場合は、非常勤役員を含む役

員並びに支配人及び支店若 しくは営業所の代表若、その他の団体の場合は、

法人の役員等 と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その

者並びに支配人及び営業所の代表者)が暴力団である場合又は暴力団員が

エ
　
オ

(2)



経営に事実上参力日していると認められる者。

b 入札に参加 しようとする者又はその役員が,自 社、自己若 しくは第二者の

不正な利益を図 り、又は第二者に損害を加 える目的をもつて、暴力団、暴力

回員又は暴力団関係者 (以下 「暴力団等」 とい う。)の威力を利用するなど

していると認められる者。

c 入札に参加 しようとする者又はその役員が、黒力団等又は暴力団等が経

営若 しくは運営に関与 していると認められ る法人等に対 して、資金等を提

供 し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力 し、又は関

与 していると認 められる者。

d 入札に参カロしようとする者又はその役員等が、暴力回等 と社会的に非難

されるべき関係 を有 していると認められる者。

e 入本Lに参カロしようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知

りながら、これ と取引 したり、又は不当に示封用 していると認められる者。

イ 共同企業体における代表者

(ア )宮 城県内に契約権のある本社 (店)又は営業所等 (建設業法 (B召 和24年法律

第100号)第 3条第 1項に規定するもの)を有することひ

(イ )土 木一式工事に係 る建設業法第27条の23第 1項に規定する総合評定値が

700点以上かつ一級技術者が 4人以上であること。

(ゥ )建 設業法第15条の規定に基づ く土木一式工事に係 る特定建設業の許可を受

けていること。

(工)主 任技絹〒者又は監理技術者を専任で酉己置できること。ただし、建設業法施行

令 (昭和31年 8月 29日 政令第273号 )第 27条第 2項に定める専任の主任技術者

の兼務の要件は、「建設工事の技術者の専任等に係 る取扱いについて」 (平成

26年 2月 3日 付け園土交通省土地・建設産業局建設業課長通知)に従い取 り

扱 うこととする。

ウ 共同企業体における代表者以外の構成員

(ア )女 川町内に契約権のある本社 (店 )(建設業法第 3条第 1項に規定するもの)

を有すること。ただ し、共同企業体における代表者 (前記 「イとをい う。)が

女川町内に契約権のある本社 (店 )である場合は、宮城県内に契約権のある本

社 (店)又は営業所等でも可とする。

(イ )土 本一式工事 に係 る建設業法第27条 の23第 1項に規定する総合評定値が

550点 以上かつ一級技術者が 1人以上であることЭ

(ウ )建 設業法第 5条の規定に基づく土木一式工事に係 る一般建設業又は同法第

15条の規定に基づ く土木一式工事に係 る特定建設業の許耳を受けていること。

(ェ) 主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。ただ し、建設業法施

行令 (昭和31年 8月 29日 政令第273号)第 27条第 2項に定める専任の主任技術



者の兼務の要件は、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについてこ (平

成26年 2月 3日 付け国土交通省土地・建設産業局建設業課長通知)に従い取

り扱 うこととする。

3 入札手続等

(1)入 札担当課

担当課嘉 :女川町産業振興課

電話番号 :0225-54-3131(内線672)

郵便番号 :986-2266

所 在 地 :宮城県牲鹿郡女川町女)|十 一丁 目 1番地 1 女川町役場 2階

(2) 入札参加申請書類の交付等

入札か力B申 請書類等の交付の期間及び場所は、 5の表に示すとお り女チ|1町公式

ウェブサイ トで行 う。 (窓 日での交付は行わないので注意すること。 )

(3) 設計顕書等の閲覧

当該工事に係る仕様書、図面及び契約条項 (以下 「設計図書等」とい う。)を聞

覧に供する。

ア 設計図書等の閲覧は、5の表に示す とお り電子メールで行 う。 (窓 日での交付

は行わないので注意す ること。 )

イ 設計図書等に対する質 Fコ髯について

(ア )設 計図書等について質問がある場合は、質疑応答書に質疑事項を記入の う

え、電子メールに添付 し、 5の表に示す期間内に提出することができる。

(イ )質 疑事項に対する回答は、5の表に示す期間に女川呼公式 ウェブサイ トで

質疑者名を除き、すべてを閲覧に供する。

(4) 入札書の提出期限及び場所

ア 提出期限及び方法

提出期限は令和 7年 1月 17日 (金)、 提出方法は郵送 鉛己達証明付書留郵便)と

し、詳細は 6の (1)に記載のとお りとする。

イ 場所

(1)と 同じ。

(5) 閉札の 日時及び場所

ア 日時

令和 7年 1月 31日 (金)午後 3時00分

イ 場所

牲鹿君る女川町女川一丁 目 1番地 1 女川町役場 2番
'角

ヒ癌ヽ会議室



4 入札参

',目

資格の確認等

(1) 申請書類

入札参加希望者は、次に掲げる書類 (ア 、工～キについては、3の (2)に より

配付する様式による。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(2) 入札参加書類の提出方法、提出期限及び提出場所

ア 提出方法

郵送 l酉己達証明付郵便)に限る。なお、封筒には「入札参加申講書類在中」

と朱書きすること。

イ 提出期限及び場所

5の表に示す とお りとする。

(3)入 札参力日資格の有無については、5の表に示す期 日に窓日となる申請担当社員

あてに電子メールで通知する。

(4) 入札参加希望者は、入札参力B資格を有すると認められなかつた場合 Iま 、その

理由について電子メールで聞い合わせることができる。

(5) (4)の 説明を求める場合は、その脅を記載 した電子メールを入札担当課に送

付すること。

構成員代表者書類

1苦ト
ア 一般競争入札参力□申講書 (様式第 1号 )

1苦ト 1普ト
イ 特定又は一般建設業の許可証の写し

1菩|1苦呂
ウ

最新の経営事項審査結果通知書の写し

※公告時点で、審査基準日から1年 7か月を経過 してい

ないもの。
1苦ト1菩[配置予定の技術者に関する調書 (様式第 3号 )エ

1苦ト1苦L
オ

定技術者の資格者証を添付すること※配置予

酉己置予定技術者届

1著Б特定建設工事共同企業体協定書 (様式第 2号)の写 し
カ

1音ト
キ 委任状

1音b
所在地及び熟称を記載 し、返信用七ブ」手を添付 した所定の

返信用封衛
ク

1音ト
ケ

申請担当社員の名刺 (要 メールア ドレス記

※申請担当者 と同一 とすること

載 )



手続等 期間・期 日・期限 場所

入札参力□申請書類

交付

期間

令和 6年 12月 10日 (火)か ら

令不目7年 1月 16日 (木)ま で

女)|1町公式ウェブサイ ト

設計図書等の閲覧 期間

令不日6年 12月 10日 (火 )か ら

令和 7年 1月 16日 (本)ま で

電子メールにより実施

下記ア ドレスに工事名及び受信

可能な添付ファイルサイズを記

載 し、送信すること(※ 1)

kank02@townt onagava.lg.jp

質疑の受付 期 F日電

令和 6年 12月 10日 (火)か ら

令和 7年 1月 9日 (本)ま で

電子メールにより実施

下記 ア ドレスに工事名 を記載

し、送信すること(※ 1)(※ 2)

kanko2@town,onagawa.]g,jp

回答書の閲覧 期間

令和 7年 1月 14日 (火)か ら

令和 7年 1月 16日 (木)ま で

女川町公式 ウェブサイ ト

入札参加 申請書類

提出

期限

令和 7年 1月 17日 (金 )

※必着

※郵送 (配達証明付郵便 )

宮城県牲鹿郡女川町女川一丁 目

1番地 1

女川町役場 産業振興諜

入札参加資格通知 期 日

令和 7年 1月 23日 (本 )

電子メールにより通知

入札書受付締切 期限

令不日7年 1_月 80日 (木
~)

※必着

※郵送 (配達証明付郵便 )

宮城県牡鹿君る女川町女川一丁 目

1番地 1

女川町役場 産業振興課

開本色 口日寺

令和 7年 1月 31日 (金 )

午後 3時00分

官城県牡鹿君る女川町女川一丁 目

1番地 1

女川町役場 2階 月ヽ会議室

5  ノ、本L日 イ呈

(※ 1)電子メール以外 (産業振興課窓日、電話、ファクシミリ等)の受付は行わな

いので、注意すること。

(※ 2)上記の期間中の うち質疑の受付については、表に示す期間内の午前 9時から

午後 4時までとする。



6 入札方法等

(1) 入札書の提出

ア 入札書の提 l=出 期限は今和 7年 1月 30日 (木 )と する。

イ 入札書の提出方法は郵送 とする。この場合は、二重封筒 とし、入札書及び工事

費内訳書を中封筒に入れ、封かんの上、人本と参カロ者の名称及び入札に係 る工事名

及び開札 日を表記 し、外封筒には入札書在中の旨及び開札 日を朱書きし、配達証

Лヴ]付書留郵便にて提出期 ll景までに到達するように郵送すること。なお、封筒の大

きさについては、任意 とづ
~る

。

ウ 郵送以外の入札書の提出は認めない。

(2) 開札の 日時及び場所は 3の (5)に示す とお りとする。なお、入札者又はその

代理人 (代理人の場合は委任状を提出のこと。)は開札に立ち会わなければなら

ない。開札に立ち会わない場合は、失格 とする。

(3) 落札者の決定に当たつては、入札書に記載 された金額に当該金額の100分の10

に相当する額を力日算 した金額 (当 該金額に 1円未満の端数があるときは、その端

教金額を切 り捨てた金額)を もつて落札価格 とするので、入札参加者は、消費税

及び地方消費税に係 る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もつた契約希望金額の110分の100に 相当する金額を入札書に記載すること。

(4)予 定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、ただちに再

度入札を行 う。再度入札回数は原則 1回であるが、入札執行者が認めた場合は、

この限 りでない。

(5)最 低制限価格を下回る入札をした者は、失格 とな り、再度の入札に参加するこ

とができない。

7 入札保証金

免除 とする。

8 工事費内訳書の提示について

(1)入 札に際し、1回 目の入本L書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳

書の提出を求める。

(2)工 事費内訳書の様式は、閲覧した仕様書を使用することを原貝ことするが、自社

の様式を使用する場合には、必ず項目 (工事区分、工手、名称、数量、単位等 )

は閲覧した仕様書と同様のものを記載すること。

(3) 工事内訳書は、 6の (1)の入札書を提出する中封筒に同封して郵送するこ

と。

(4) 工事費内訳書は、返戻 しない⑫



9 入札の無効

(1)規 則第 4条に規定する競争入札に参加する資格を有 しない者が入札 したとき。

(2) 入札条件に違反 したとき。

(3)入 札者又はその代理人が 2以上の入札をしたとき。

(4)入 札者が、公正な価格を害 し、又は不正の利益を図る目的をもつて連合 して入

札 したことが明らかなとき。

(5)そ の他入札に際 し私的独 占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年

法律第54号)に抵触する行為その他の不正の行為があったとき。

(6)契 約締結後において、上記 (1)から (5)に より入札が無効になることが明

らかになつた場合は、町の指示に従わなければならない。

10 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて入札 した入札者

等の うち最低の価格をもつて有効な入札を行つた者を落札者 とする。ただし、その者 と

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあつて著 しく不適当であると

認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつ

て入札 したほかの者の うち最低の価格をもつて入札 した者を落札者 とすることがある。

11 契約保証金

契約金額の10分の 1以上の金額 とする。

12 その他

(1)入 札参加者は、規則及び女川町建設工事競争入札参加心得 (平成15年女川町訓

令甲第28号。以下 「競争入札参加心得」とい う。)を遵守 しなければならい。

(2)落 札者は、入札参加 申請時の「配置予定の技術者に関する調書 (様式第 3号)」

に記載 されている者を本工事の現場に配置 しなければならない。なお、現場代理

人は、監理技術者を兼ねることができる。

(3)落 札者は、消費税法に規定する課税事業者であるか免税事業者であるかを契約

書作成前に届け出ること。

(4)こ の工事の うち設計図書等において指定 した部分をほかの者に委託 し、又は請

け負わせてはならない。

(5)落 札者の決定後、この入札に付する工事に係 る請負契約の締結までの間におい

て、当該落札者は、 2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなつた場合には、当

該請負契約を締結 しないことがある。

(6)規 則及び競争入札参加心得については、女川町ウェブサイ ト又は女川町産業振

興課において閲覧できる。

(7)本工事は、週休 2日 工事 (現場閉所型)の対象である。


